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＊　市税を納めた後、一定の期間（金融機関で納められた場合：2週間、コンビニエンスストアで納められた場合：3週
間程度）を経過しないで納税証明書を請求する場合、納税していただいた旨の通知が金融機関又は公金収納受託者か
ら届いていないこともありますので、お手数ですが、領収証書など納付が確認できるものをお持ちください（一部発
行窓口では取り扱えない場合もあります。）。
　　ただし、クレジットカード、インターネットバンキングやスマートフォン用決済アプリで納められた場合は、領収証書は
発行されません。納められた日からその内容が反映された納税証明書が発行可能となるまで、3～5週間（スマートフォン
用決済アプリは最長6週間）程度かかりますので、御留意ください（軽自動車税の納税証明書を除く。）。

＊1　　固定資産税（償却資産）の納税証明書で複数区に償却資産がある場合の納税証明書は、区役所・支所市民窓口課、
京北出張所又は市税事務所納税推進担当で発行します。

＊2　　軽自動車税の納税証明書及び継続検査用の納税証明書は、軽自動車税事務所、同事務所分室又は京北出張所で発
行します（継続検査用の専用請求書は発行窓口に備え付けてあります。）。

＊3　　事業所税、市たばこ税、入湯税、宿泊税の納税証明書等は、市税事務所納税推進担当で発行します。 


